
1 

 

平成２５年度 

社会福祉法人 和愛福祉会  

～ 事業報告書 ～ 

Ⅰ 法人本部 

１．所在地 

  福井県坂井市丸岡町愛宕９－１ 

 

２．実施事業 

  第二種社会福祉事業 

 ① 保育所の経営 

   わっか保育園（定員 130 名） 所在地 福井県坂井市丸岡町愛宕９－１ 

 ② 一時預かり事業の経営 

 

３．監査・理事会の開催 

(1) 監査（５月２７日） 

 ① ２４年度決算の監査 

(2) 第１回理事会（５月２８日） 

 ① ２４年度事業報告及び決算報告について 

 ② 定款変更について 

(2) 第２回理事会（３月２２日） 

 ① ２６年度事業計画及び当初予算の審議 

 ② 定款、管理規定、経理規程、給与規定の一部改正について 

 ③ 苦情解決 第三者委員の委嘱について 

 

４．構成 

(1) 理事 7 名（理事長含む） 

(2) 監事 2 名 

 

５．指導監査 

(1) 日時   平成２５年１１月１２日 10：00～14：00 

(2) 監査者  坂井市 社会福祉課 子育て支援課 

(3) 指摘事項 ①運用が困難な場合は、規程を改定し適切に運用すること。 

  ②２４年度の貸借対照表で負債の記入区分に誤りがあったため、翌年度 

   以降は適正に処理すること。 
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  ③選任した理事に、委嘱状を交付すること。 

  ④理事が選任されるごとに職務代理者を措置すること。 

Ⅱ わっか保育園 

１．職員 

職員構成 ２６年３月３１日現在数 （ ）は４月１日との比較 

職  種 正規職員 契約職員 委託職員 派遣職員 

施設長 １名    

事務長 １名    

保育士 １７名 ２名  ２名(+2) 

看護師  １名   

調理員   ４名  

嘱託医（非常勤）  １名   

嘱託歯科医（非常勤）  １名   

合 計 １９名 ５名 ４名 ２名 

① 保育士、看護師ともにほぼ変動がなかった。契約職員の保育士１名が２月 

  で退職したが、３月から１名雇用出来た。 

② 園児増に対応するため９月から派遣職員を２名採用した。 

③ 給食業務委託の職員は１名の交代があった。 

 

２．児童受入状況 定員 130 名  

 月 

年齢 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 

0 歳 ４ ６ ７ ９ ９ 14 15 16 15 15 15 17 

1 歳 23 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

2 歳 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 22 22 

3 歳 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

4 歳 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

5 歳 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

計 113 116 116 119 119 124 126 128 127 127 127 129 

 

３． 延長保育事業利用状況（延べ人数） 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 計 

人数 45 64 58 69 81 80 88 84 87 80 81 81 898 

延長保育の内訳は、３０分以内が５２２人、３１分～６０分以内が３７３人、６１分以

上が３人となっている。 

延長保育を利用した実人数は４１名であった。 
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４．一時預かり保育事業利用状況 

 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 計 

人数 12 2 3 0 0 2 5 2 4 2 4 12 48 

一時預かりの内訳は、４時間未満が３１人、４時間以上が１７人となっている。 

一時預かりを利用した実人数は５名であった。 

 

５．安全管理・防災・防犯対策 

 防災防災防災防災訓練訓練訓練訓練実施実施実施実施表表表表     

三 

原 

則 

１． 近くにいる保育士の顔を見る。 

２． 保育士の指示をよく聞いて、従う。 

３． 押さない、走らない、しゃべらない、 

手に何も持たない。 

保育士 

三原則 

１．沈着、冷静な態度と適切な指示。 

２．安全確認と職務遂行。 

３． 適切な状況判断と臨機応変な処置。 

月 内容 保育状況 ねらい 指導内容 及び 留意事項 

4 

/ 

23 

避難の合図 

組別保育

→遊戯室 

・３原則を知らせる。 

・ベルの音を聞いて合図を覚え

る。 

・避難訓練の意味や方法を知る。 

・火事や地震について話し、怖さを知らせる。 

・合図の非常ベルが鳴ることを知らせ、新入園児や乳児が

怖がらないように配慮する。 

・３原則を知らせ、なぜ必要なのか理解させる。 

5 

/ 

28 

調理室出火 

組別保育

→園庭 

・３原則を守り、保育士の指示

に従って行動する。 

・避難場所で２人ずつ手をつな

いで並ぶ。 

・園内出火に対する避難の方法を理解させ、合図で近くに

いる保育士を見て、慌てずに保育士の指示に従って行動

できるようにする。 

・煙の怖さを知らせ、ハンカチ等口に当て姿勢を低くして

避難させる。 

6 

/ 

25 

防火教室 

地震 

組別保育

→園庭 

・紙芝居を通して地震の恐ろし

さを知り、避難の方法を知る。 

・物陰に一時身を寄せ、姿勢を

低くして体を丸める。 

・地震の恐ろしさについて話し、慌てたり押したりしない

で机の下又は物陰に身を寄せ、姿勢を低く体を丸めるよ

う指示し援助する。 

・一番近い非常口から整然と敏速に誘導する。 

7 

/ 

23 

調理室出火 

（通報訓練） 

組別保育

→園庭 

・合図と共に遊びをやめ、保育

士の指示に従って慌てないで

避難する。 

・合図と共に遊びをやめさせ、指示を聞いてから慌てない

で並んで避難できるようにする。 

・足元の遊具等でケガをしないよう十分注意する。 

8 

/ 

26 

不審者侵入 

（防犯研修） 

組別保育

→部屋を

守る 

・警察官に不審者役をお願いし

ての模擬訓練。 

・遊びを止め、近くにいる保育

士の指示に従って行動する。 

・不審者侵入を知らせる合図の共通理解を徹底する。。 

・冷静に対処して、園児の安全を確保する。 

・できるだけ恐怖心を持たせないように配慮する。 

9 

/ 

24 

台風等の 

災害 

（水害） 

組別保育

→駐車場

→遊戯室 

・遊びを止め、担任や近くにい

る保育士の指示に従う。 

・台風の恐ろしさを知らせる。お迎えに来られない想定を

して、園児を遊戯室に集め一定時間避難所で過ごす訓練

をする。担任は緊急畳を敷き、非常持出袋を確認する。 

10 総合訓練 組別保育 ・保育士の指示に従って、誘導 ・室内の安全な場所に身を寄せる様、適切な指示をする。 
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/ 

18 

(通報及び水

消火器訓練) 

されながら姿勢を低くして素

早く避難する。 

・出火したことを知らせ、第１避難場所へ避難させる。 

・消防署員から指導を受けながら、職員の消火訓練をする 

11 

/ 

26 

近隣出火 

室内遊び

(お迎え前)

→遊戯室 

・近くにいる保育士の指示に従

い、勝手な行動をしないで避

難する。 

・近くにいる保育士の指示が聞け、集合場所に保育士と一

緒に集まるようにする。 

・排泄その他で園内残留児がいないか、確実に点検する。 

12 

/ 

24 

近隣出火 

おやつ時 

(組別)→

遊戯室 

・合図により食べるのをやめ、

保育士の指示に従って速やか

に避難する。 

・手に持っているおやつを離させ、指示に従って慌てたり

押したりしないで順序良く避難できるようにする。 

1 

/ 

28 

調理室出火 

時間指定

なし 

・保育士の指示に従って、姿勢

を低くしながら速やかに安全

な場所に避難する。 

・雪が降ったら非常口や避難経路の除雪をしておく。 

・訓練の慣れからふざけたりすることのない様、真剣に行

うことの大切さを知らせる。 

2 

/ 

25 

防火教室 

（地震） 

午睡中 

5 歳児は 

組別 

・しっかり、目を覚まし、安全

な所に身を寄せる 

・保育士の指示に従い静かに避

難する。 

・恐怖心を持たせないよう十分注意しながら落ち着いて安

全な場所へ誘導する。 

・地震がおさまった事を知らせ、並んで順序良く第１避難

場所へ誘導する。 

3 

/ 

18 

地震後近隣

出火 

時間指定

なし 

・真剣な態度で訓練に参加し、

今までの経験を生かして安全

に素早く避難する。 

・今までの経験を生かし、ふざけたりしないで真剣にかつ

落ち着いて、機敏に行動させる。 

・職員は役割分担を的確に遂行する。 

★職員は、消火器の確認及び消火器を使う消火訓練（模擬訓練）並びに防災・災害時用具用品の点検を年１回行う。 

 

① 園長が防火管理者となり、消防計画を作成。 

② 保護者に対しては、一斉メール配信システムを整備。 

③ ヒヤリハットを作成し職員室に掲示。随時見直しを行っている。 

④ 園庭チェックを毎日（雨天時を除く）行う。 

⑤ 施設面では、正面玄関は送迎時間以外は施錠、インターホン、カメラで確認後事務 

  室から開扉。職員玄関は、暗証番号キーにより開閉している。  

 

６．職員研修 

① 園内研修 

開催年月日 研 修 内 容 講師（講演者） 参加者の職種 参加人員 

25. 8.31 幼児期にかかりや

すい病気に関する

対応と予防 

福井大学医学部 

安富素子 

園職員、保護者   30 人 

 

② 園外研修 

開催日 研 修 内 容 主催者 場所 期間 職種 参加 

25. 4.27 乳児保育、遊びと環境 神戸コダーイ 坂井 1 日 保育士  6人 
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25. 4.27 顔が笑顔で元気 日保協福井女性部 福井 半日 園長 1 人 

25. 5.17 運動会実技研修 メイト福井 福井 半日 保育士 2 人 

25. 5.28 水族館の生き物と子どもたち 坂井市保育研究会 坂井 半日 園長、主任 2 人 

25. 5.30 子供の歯の健康プロジェクト 福井県歯科医師会 福井 半日 看護師 1 人 

25. 6. 9 福井県保育研究大会 福井県 南条 1 日 園長、主任 2 人 

25. 6.19

～21 

乳児保育担当者研修会 日本保育協会 大阪 3 日 保育士 1 人 

25. 6.29 子どもの食物アレルギー

とその対応 

坂井市保育研究

会 

坂井 半日 保育士 9 人 

25. 7.23 食中毒予防講演 福井県 福井 2 時間 栄養士 1 人 

25. 7.24 発達に応じた運動遊び 県社会福祉協議会 福井 1 日 保育士 1 人 

25. 8. 6 絵画の諸相 県社会福祉協議会 福井 1 日 保育士 1 人 

25.8.24

～25 

不思議の国の子どもたち 真言宗御室派福

祉連盟 

京都 2 日 理事長、園

長、保育士 

10 人 

25. 8.28 児童虐待への対応 福井県 福井 半日 園長 1 人 

25. 9. 4 その子にあった支援を計画する 坂井市 坂井 2 時間 保育士 2 人 

25. 9.18 遊具の日常点検講習 日本公園施設業協会 坂井 1 日 保育士 1 人 

25. 9.20 手作りおもちゃを利用し

た保育術 

県社会福祉協議会 福井 1 日 保育士 1 人 

25.10. 1 わらべうたあそびから学

ぶもの 

県社会福祉協議会 福井 1 日 保育士 1 人 

25.10.21

～22 

保育を高める全国研修大会 日本保育協会 東京 2 日 園長 1 人 

25.10.25 こどもの急病時の対処法

について 

坂井市 坂井 2 時間 保育士 2 人 

25.10.26 子どもの伸びる力育成支

援事業 

福井県 越前 2 時間 保育士 3 人 

25.10.28 新任職員フォローアップ研修 県民間保育連盟 鯖江 1 日 保育士 1 人 

25.11. 2 福井県社会福祉大会 社会福祉協議会 福井 半日 保育士 1 人 

25.11.11 防火管理者実務講習 嶺北防火協会 坂井 半日 園長 1 人 

25.11.16 子どもの伸びる力育成支援事業 福井県 大野 2 時間 保育士 1 人 

25.11.17 福井県民間保育園大会 県民間保育連盟 坂井 半日 理事長、園

長、主任、保

育士 

11 人 

25.11.20

～22 

全国青年保育者会議 日保協青年部 福井 3 日 理事長、園

長 

2 人 

25.11.21 自然サークル 坂井市保育研究会 坂井 半日 保育士 1 人 
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25.11.29 保育施設における感染症

対策について 

福井県 あ わ

ら 

2 時間 看護師 1 人 

25.11.30 どの子もこぼれ落とさな

い保育づくり 

坂井市保育研究

会 

坂井 2 時間 保育士 2 人 

25.12. 7 地震災害から命を守るために 福井県 永平寺 2 時間 保育士 1 人 

25.12.10 食事の可能性を求めて 県保育同友会 福井 半日 栄養士 1 人 

25.12.17 五感が冴えわたる 県保育同友会 福井 1 日 園長 1 人 

26. 1.24 新任職員フォローアップ研修 県社会福祉協議会 福井 1 日 保育士 1 人 

26. 1.31 中堅職員フォローアップ研修 県社会福祉協議会 福井 1 日 保育士 1 人 

26. 2. 5 保育所保育要録の作成と活用 福井県 福井 2 時間 保育士 1 人 

26. 2. 7 子育てに関する政策動向 福祉医療機構 大阪 1 日 理事長 1 人 

 

７．職員会議等の実施状況 

会議等の名称 参加職員 

実

施

状

況 

記録 会議等の内容 

職員会議 

全職員 

（委託・派遣を除

く） 

月

１

回 

有 

理事長及び園長の話し、行事の内容について 

避難訓練の内容について 

処遇について、など        

給食会議 

理事長、園長、主任、

担任、給食受託者

（２名） 

月

１

回 

有 

各クラスからの要望、給食受託者からの要

望、行事等の確認 

リーダー会議 

理事長、園長、主任、

各クラス主担任 

週

１

回 

無 

理事長及び園長の話し、当該週の行事等確認 

各クラス・担当などからの連絡・報告 

 

８．実習生受け入れ 

保育実習生１校 ２名受け入れ 

高校生育児体験・職場体験 １８名 受け入れ。 

ボランティア 保育士養成学校等４校 １４名 受け入れ 

 

９．主な年間行事 

月 行 事 内 容 親 子 参 加 保護者のみ参加 

４月 

 花祭り（８日） 

 丸岡祭り（16 日） 

 入園式（１日） 

 保育参観（13 日） 

 保護者会総会（13 日） 
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５月 

 こどもの日会食（２日） 

 遠足（23 日） 

 ５歳児交流会（27 日） 

 のうね健康まつりオープ 

 ニングアトラクション 

 （26 日） 

  

６月 

 交通教室（11 日） 

 幼年消防クラブ入会式（26 日） 

 サトシン絵本ライブ 

 （６日） 

 そら組奉仕作業（１日） 

 サトシン絵本ライブ（５日） 

７月 

 七夕会（５日） 

 プール開き（11 日） 

 仁愛高校音楽科演奏会（31 日） 

 夏祭り（27 日）   

８月  交通教室（29 日）     

９月  お月見会（19 日）  祖父母参観（13 日）  ほし組奉仕作業（14 日） 

１０月 

 ５歳児交流会（23 日） 

 遠足（24 日） 

 交通教室（28 日） 

 運動会（12 日） 

 にじ組奉仕作業（５日） 

 保育参加（15～18 日） 

１１月 

 ヤマト運輸交通教室（７日） 

 わんぱく探偵団クッキング（８日） 

 幼年消防クラブ防火訪問（８日） 

   

１２月 

 味岡山植樹（５日） 

 成道会（６日） 

 クリスマス会（20 日） 

 発表会（14 日） 

 もちつき会（25 日） 

 ぶどう組奉仕作業（７日） 

 そら組個人懇談（16～ 

 20 日） 

１月 

 七草会食（７日） 

  

 新入園児面接（25 日） 

 ほし組個人懇談 

 （10～ 17 日） 

 にじ組個人懇談 

 （20～ 24 日） 

 ぶどう組個人懇談 

 （27～ 31 日） 

２月 

 節分会（３日） 

 交通教室（12 日） 

 涅槃会（14 日） 

 幼年消防クラブ（19 日） 

 入園説明会（22 日）   

３月 

 ひなまつり会（３日） 

 小学校体験入学（５日） 

 そら組お別れ会遠足（11 日） 

 お別れ会（19 日） 

 卒園式（22 日） 

 卒園パーティー（22 日） 

 いちご・れもん組奉仕 

 作業（１日） 

その他 

 身体計測、誕生会（各月１回） 

 体操教室（月２回） 
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Ⅲ．環境整備 

 

１．園内施設修繕・整備・機器購入 

① ４月：園ホームページ作成（一斉メール配信、写真ダウンロードシステム） 

② ６月：医務室（休憩室）エアコン設置 

③ ６月：れもん組外木製フェンス設置 

④ ７月：組立式角型プール（5.4ｍ×3.4ｍ）購入 

⑤ ８月：遊戯室暗幕ロールスクーリーン設置 

⑥ ８月：防災用緊急ロール畳８本購入 

⑦ ９月：西棟手洗い場照明設置 

⑧ 11 月：加湿器９台購入 

⑨ 11 月：多目的ステージ購入 

⑩ 年間：絵本 180 冊購入（開園時 300 冊） 

 

２．ボランティアによる園庭菜園の整備 

 園児の祖父母、のうねの郷づくり推進協議会の方々が園庭に畑を造ってくださった。

いちごの苗もいただいたうえ、植えてもくださった。ちょうど現在収穫の時期を迎えて

いる。今後も子どもたちが楽しめる栽培を行っていきたい。 

 

Ⅳ．検査・指導監査 

 

１．集団給食施設立入検査 

(1) 日 時   平成２６年２月４日 14：30～15：30 

(2) 検査者   福井県環境衛生課、福祉健康増進課 

 

２．児童福祉施設指導監査 

(1) 日 時   平成２６年２月２０日 13：30～16：00 

(2) 検査者   福井県地域福祉課 

(3) 指摘事項 特になし 

(4) 指導事項 ①時間外労働管理簿を整備すること。 

②管理規程と実態の整合性を図ること。 

③消火訓練も毎月行うこと。 

④医薬品の消費期限を確認し適切に交換すること。 

⑤園内研修にさらに取り組むこと 

⑥苦情解決の取り組みについて要綱に基づき手続すること。 


